
■ ご挨拶

皆さまには、平素より機構業務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本資料には、2024年度における住宅金融支援機構の取組、 2024年度債券発行計画、2023事業年度決
算の概要等について記載しておりますので、当機構への一層のご理解を賜れば幸いです。

これからも、投資家の皆さまのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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■ 政府・政策との一体性

住宅金融支援機構では、民間金融機関による全期間固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支
援業務を業務の柱とするほか、民間金融機関が住宅ローンを円滑に供給するための住宅融資保険等業
務や、政策上重要で民間金融機関では対応が困難な分野への融資業務などを行っています。

住宅金融支援機構は、日本国政府が全額出資する独立行政法人であり、国の政策実施機関として住宅
政策や経済対策に取り組んでいます。

引き続き、我が国の住生活の向上を金融面から支援し、政策実施機能の最大化を図るべく、取り組んでま
いります。
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■ 沿革

住宅金融公庫から始まり、住宅金融支援機構となった後の現在に至る沿革を示しています。

2007年４月１日の機構設立後、第一期及び第二期中期目標期間を通じて、財務内容の改善に取り組ん
できました。

第三期中期目標期間においては、「政策実施機能の最大化」に向けて、ステークホルダーと連携して、
様々な課題に取り組み、着実に目標を達成するなど成果をあげてきました。

2021年度からスタートした第四期中期目標期間では、これまでの取組を継続するとともに、「住宅政策上
の課題等への対応」、「第三期に顕在化した課題への対応」、「デジタル化への対応」等にも取り組んで
まいります。
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■経営理念体系

「住まい」は幸せの原点であると住宅金融支援機構は考えます。

「住まいのしあわせ」を、「ともにつくる」

これが、私たちの使命です。

今、私たちを取り巻く環境は、大きな変化の時を迎え、不確実性は一層高まりつつあります。

コロナ災禍を乗り越えても人口減少・高齢化に歯止めがかからず、災害の懸念や金利・物価上昇が収まら
ない、そのような中で、機構が何を目指し、どう進化を遂げるべきかを示す羅針盤として、初めての長期ビ
ジョンを策定しました。

機構は、これから先の10年も、多くのステークホルダーの皆さまの信頼とご理解をいただきながら

住宅金融を通じて様々な住まいのしあわせをつくり上げていきます。
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■ 第四期中期目標・中期計画について

「住宅政策上の課題等への対応」、「第三期に顕在化した課題への対応」、「デジタル化への対応」について
説明します。

１つ目の「住宅政策上の課題等への対応」ですが、地域の政策課題の解決に向けて、ステークホルダーと
連携した取組をより一層深化させて、「政策実施機能の最大化」を図ってまいります。【フラット３５】、【リ・バー
ス６０】、災害復興住宅融資等といった多様な金融サービスとこれまでのノウハウを活かし各地域の課題解決
に取り組むとともに、「令和６年能登半島地震」により被災された方々に寄り添った丁寧な対応を継続してま
いります。

また、２つ目の「第三期に顕在化した課題への対応」ですが、【フラット３５】の投資目的などの不適正利用へ
の対応といった、第三期に顕在化した課題についても、引き続き着実に取り組んでまいります。

そして、３つ目の「デジタル化への対応」ですが、国のデジタル化の動きを踏まえ、第四期中期目標におい
ては「国民・事業者の負担の軽減・利便性の向上等を目指した取組として、デジタル化を計画的に推進する
こと」とされており、機構としても積極的にデジタル化の推進に取り組んでまいります。
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■ 社会課題・住生活の課題に対しての対応

住宅金融支援機構は、政府方針に基づく住宅政策の実現及び環境問題や社会問題等の様々な社
会課題に対応するため、証券化支援事業、住宅融資保険等事業、住宅資金融通等事業の３事業を
通じて価値創造を図り、ステークホルダーの皆さまへ提供してまいります。

今後もステークホルダーの皆さまとの協働・対話を通じて、価値創造プロセスの改善に努め、さらなる
価値向上に取り組むとともに、社会課題の解決による持続可能な社会の実現（SDGs）に寄与してま
いります。
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■気候変動対策に関する情報開示の充実

住宅金融支援機構では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の状況を皆様に知っ
ていただくため、TCFD提言に基づき、統合報告書2022に引き続き「統合報告書2023」でも情報
開示を行っています。

内容を一部ご紹介させていただきます。右下のグラフをご覧ください。

住宅金融支援機構では【フラット３５】Ｓの基準ごとに、新築住宅のCO2排出量削減効果を積算し
ています。

現在の平均的な省エネ性能水準の住宅と比較して、Bプラン基準では▲7.4%、Ａプラン基準では
▲14.8%、ZEH基準では▲74.1%の削減効果が見込めます。

今後も、こうした省エネ性の高い住宅の普及に向け、住宅金融支援機構として積極的に取り組
んでまいります。
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■ 2023年度 事業・調達実績概要

住宅金融支援機構は証券化支援事業、住宅融資保険等事業、住宅資金融通等事業を中心に事業を行
っています。

【フラット３５】を代表とする証券化支援事業は長期固定金利の住宅資金を全国あまねく安定的に供給で
きるようにするとともに、良質な住宅ストックの形成に資するよう、民間金融機関による長期固定金利の住
宅ローンの供給を支援する事業です。

また、 【リ・バース６０】等を行う住宅融資保険等事業や、災害復興住宅融資やマンション建替え等のプロ
ジェクトにおけるまちづくり融資、分譲マンションの共用部分リフォーム融資等を行う住宅資金融通等事業
があります。

各事業に必要な資金は、主にＭＢＳやＳＢ、政府保証債を発行することにより、その大部分をマーケットか
ら調達しています。
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■ 全期間固定金利の住宅資金を全国あまねく安定的に提供（【フラット３５】の実績）

2023年度の【フラット３５】のご利用件数は、【フラット３５】と民間金融機関の提供する変動金利型の住宅
ローンとの金利差の拡大により、2022年度に比べると少なく（▲39％）なりましたが、3万3千件のご利用を
いただきました。

その結果、2023年度末時点の累計で139万1千件のお客さまにご利用をいただいております。

今後とも政策実施機関としての役割を果たすべく務めるとともに、皆さまのご期待に応えられるよう取り組
んでまいります。

【参考：【フラット３５】の実行件数及び実行金額（2023年度末時点累計）】

買取型 保証型 合計

実行件数
（累計）

1,315,422件 75,340件 1,390,762件

実行金額
（累計）

35兆2,541億円 2兆1418億円 37兆3,959億円
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■ ＭＢＳの発行実績

【フラット３５】の資金調達を主眼とし、毎月発行している月次ＭＢＳの2023年度の発行額は、引き続き多くの
お客さまに【フラット３５】をご利用いただいた結果、7,662億円となり、月次ＭＢＳ、S種ＭＢＳ及びＴ種ＭＢＳ
をあわせた2023年度末時点の発行累計額は35兆6,696億円となりました。

これからも、ＭＢＳを安定的に発行することにより、証券化市場におけるＭＢＳのベンチマーク性を高め、日
本におけるＭＢＳ市場の発展を支援してまいります。
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【参考：ＭＢＳの発行実績（2023年度末時点）】
発行金額（単年） 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

月次ＭＢＳ 1兆7,444億円 1兆5,210億円 1兆2,154億円 7,662億円
Ｔ種ＭＢＳ 1,700億円 － － －

月次ＭＢＳ Ｓ種ＭＢＳ Ｔ種ＭＢＳ 合計
発行金額（累計） 29兆7,496億円 5兆4,000億円 5,200億円 35兆6,696億円



■ ＳＢの発行実績

【フラット３５】だけではなく賃貸住宅融資や旧住宅金融公庫時代の直接融資事業に係るリファイナンス等、
様々な資金使途を目的に発行しているＳＢの2023年度の発行額は830億円となり、2023年度末時点の累
計では6兆2,601億円となりました。

実際の事業量や資金繰り等を踏まえ、多様な年限で発行していることや投資家の皆さまの需要に応じて発
行額を増額すること等を通じて、多種多様な投資家の皆さまのニーズに対応しています。
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【参考：SBの発行実績（2023年度末時点）】
発行年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

発行金額（単年） 6,100億円 7,150億円 5,050億円 2,070億円 830億円

発行年限 ３年債 ５年債 ７年債 10年債 12年債
発行金額（累計） 700億円 １兆6,013億円 100億円 １兆9,588億円 530億円

発行年限 15年債 20年債 30年債 40年債 合計
発行金額（累計） 8,694億円 １兆1,726億円 5,150億円 100億円 6兆2,601億円



■ 政府保証債の発行実績

旧住宅金融公庫時代の2000～2001年度に、発行年限10年で合計８回、合計7,116億円、住宅金融支援
機構となってからは2009年度に発行年限３年で合計４回、合計950億円の政府保証債を発行しています。

2021年6月に2009年度以来となる政府保証債（５年債、1,000億円）をグリーンボンドとして発行しました。

こちらは省エネルギー性に優れた住宅の更なる普及促進を支援するために、機構が2018年度から発行し
ているグリーンボンドに政府保証を付けた、国内初の政府保証付きグリーンボンドです。

政府保証付きグリーンボンドの発行により、【フラット３５】等の取組について広く知っていただくとともに、よ
り幅広い投資家の皆さまから資金調達の面でサポートをいただくことで、政策実施機関として省エネルギ
ー性に優れた住宅の更なる普及促進を図り、政府と一体となって脱炭素社会の実現に向け貢献してまい
ります。
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■ ＭＢＳ・ＳＢ・政府保証債(グリーンボンド)の商品性

ＭＢＳは、受益権行使事由発生前は機構の信用力で元利金を支払う財投機関債であり、受益権行使事
由発生後は財投機関債から受益権に切り替わる仕組みとなっています。

担保は貸付債権担保で、適格基準を満たしている住宅ローン債権のみを裏付資産としています。

債券格付については十分な超過担保を設定することにより、S&PおよびR&Iから発行時に日本国債を上
回るAAA（最高位）の格付を取得しています。

信用リスクを極限まで抑えることにより、金利リスクや繰上償還リスクに着目したMBS投資が可能になります
。

ＳＢは、一般担保付きの財投機関債であり、 S&PおよびR&Iから発行時に日本国債と同等の格付を取得し
ています。

政府保証債(グリーンボンド)は、政府が元金および利息の支払いを保証しており、国債に次ぐ安全資産と
されている債券であり、BISリスクウェイトは国債と同じ０％です。

また、政府保証債のため債券格付は取得していませんが、投資家の皆さまからは日本国債と同等の信用
力と評価され、購入いただいています。
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■グリーンボンドについて

機構のグリーンボンドは、国際資本市場協会（ＩＣＭＡ）の「グリーンボンド原則（ＧＢＰ）2021」及び環境省
の「グリーンボンドガイドライン2022年版」に適合していることが確認された「住宅金融機構グリーンボンド」
発行概要に基づき発行しています。2017年度以降に買い取った【フラット３５】のうち一定の省エネルギー
性能を満たす住宅ローン債権等に充当します。

SBでは10年債、15年債、20年債、政府保証付きグリーンボンドでは５年債、12年債、15年債、20年債と多
様な年限を発行することで、より一層幅広い投資家の皆さまにご参加いただいており、グリーンボンドへの
投資を表明していただいた投資家数は2024年３月末時点で246件となっています。

※グリーンボンドへの投資表明は任意となっております。

また、グリーンボンドによる環境改善効果（CO２排出量削減効果）の推計値は、年間6,464トンとなりました
。
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■ 証券化支援事業における取組（良質な住宅の取得を支援）

住宅金融支援機構では、省エネルギー性や耐震性などに優れた住宅を取得する場合に、【フラット３５】
のお借入金利を一定期間引き下げる 【フラット３５】Ｓを2005年度から実施するなど、良質な住宅の普及
に取り組んでいます。

また、脱炭素社会への実現に向けて、2023年4月に、【フラット３５】の新築住宅の省エネルギー技術基準
適合を要件化しました。

このほか、国の少子化対策の推進施策の一環として、2024年２月13日に【フラット３５】子育てプラスが制
度開始となりました。

19



■ 証券化支援事業における取組（中古住宅のマーケット活性化）

住宅金融支援機構では、中古住宅を購入して一定の要件を満たすリフォームを行う場合または住宅事
業者により一定の要件を満たすリフォームが行われた中古住宅を購入する場合に、

【フラット３５】の借入金利を当初５年間（金利Aプランは▲1.0％、金利Bプランは▲0.5％）引き下げる、【フ
ラット３５】リノベを2016年度から実施し、良質な中古住宅の普及に取り組んでいます。

2023年度の申請件数は、683件となりました。（2022年度の申請件数は864件）

引き続き、中古住宅の流通促進及びストックの質向上を支援してまいります。

20



■ 証券化支援事業における取組（地域の政策課題に取り組む地方公共団体を支援）

【フラット３５】地域連携型は、地方公共団体の政策課題解決のために、地方公共団体による補助事業
等の財政的支援と併せて、【フラット３５】を利用する場合に一定期間借入金利を引き下げる制度です。

地域金融機関及び住宅事業者とのネットワークの活用、広告出稿等により、地方公共団体の補助事業
と併せて周知に取り組んでおり、連携する地方公共団体は600団体を超えています。

なお、地域連携は証券化支援事業にとどまらず、住宅資金融通等事業においては災害復興住宅融資
などで、住宅融資保険事業においては【リ・バース６０】などで幅広く対応することとしており、これまでの
取組による成功事例等を他の地域へ横展開するなどにより、積極的に地域の政策課題解決に関わって
いくことを目指しています。
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■ 住宅融資保険事業における取組（【リ・バース６０】の推進）

【リ・バース６０】は毎月利息のみの支払で、元金は連帯債務者を含め申込人全員が亡くなられた時に、

融資住宅および土地の売却等により、一括してご返済いただく商品です。

毎月の支払が利息のみとなるため、一般的な住宅ローンよりも毎月の支払の負担が少なくなります。
なお、担保となっている融資住宅および土地の売却代金が残債務に満たない場合は、相続人の方への請求につい

て、次のいずれかの取り扱いとなります。いずれのタイプを取り扱うかは、金融機関により異なります。

・リコース型 ：相続人に対して残債務を請求します。

・ノンリコース型：相続人に対して残債務を請求しません。

お客さまがご存命中に元金を繰上返済して完済された場合または相続人の方が一括返済された場合は、融資住宅および

土地を売却する必要はありません。

【リ・バース６０】は、2009年度からスタートしています。老朽化した自宅の建替えやリフォーム、利便性の高いエリア
への住み替え、住宅ローンの借換え等、ほぼ全ての住宅ローンニーズに対応しています。

2024年3月末時点では、取扱金融機関数は88機関で、全ての都道府県でご利用いただいており、2023年度の付
保申請戸数は1,626戸となりました。

シニア層のお客さまが利用しやすい環境をつくるため、お客さまのニーズを踏まえ、商品改善を行っていくとともに
、取扱金融機関の増加にも努めてまいります。
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■ 住宅資金融通等事業における取組

（災害からの住まいの再建や災害に強い住まい・まちづくりを支援）

旧公庫時代も含め、従来から、自然災害で被災された方々のために、低利の災害復興住宅融資をご用意し、住宅
再建を支援しています。

被災地を管轄する各支店等におきましては、地方公共団体と連携し、現地相談会を開催しています。この相談会で
は、同融資に関するご相談のほか、旧公庫融資、【フラット３５】などをご返済中の被災された方々へ返済方法変更の
ご提案を行うことにより、返済継続を支援しています。

令和６年１月に発生した能登半島地震においても、現在、石川県、富山県、新潟県において現地相談会を開催して
います。

令和６年３月からは融資限度額の引き上げ等を行った他、令和５年10月からはWebによる申込みも可能とするなど、
制度や手続の改善も行っています。

今後とも、組織をあげて、被災された方々への支援を行ってまいります。
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■ 住宅資金融通等事業における取組（マンションストックの維持管理、そして再生を支援）

近年、高経年マンションの増加や居住者の高齢化等が進み、適切な長期修繕計画の見直しの困難化、修
繕積立金の不足等による必要・適切な修繕工事の未実施などによりマンションに関する様々な課題が顕在
化し、社会的な問題となりつつあります。

当機構では、マンション管理やマンションの老朽化に金融支援の視点から着目し、分譲マンションの管理
組合と修繕事業者等との情報の非対称性の解消等を目指して、「マンションの価値向上に資する金融支
援の実施協議会」を開催しています。

この協議会では、将来の大規模修繕に向けた資金計画等を管理組合において検討する際の支援ツール「
マンションライフサイクルシミュレーション」を2021年９月に公表するなどマンション管理適正化支援に資す
る具体的な取組を検討、実施しています。

今後も、マンション管理適正化法の改正に関する地方公共団体の取組を踏まえながら、協議会メンバーや
マンション管理関係の専門家と連携して管理組合などを金融面から支援することで、高経年マンション問
題という社会的な課題解決に向けて貢献を果たしてまいります。
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■ 住宅資金融通等事業における取組 （脱炭素社会の実現に向けた取組等）

証券化支援事業における取組みに加え、住宅資金融通等事業における次の取組を通じ、住宅の省エネルギー性能向上による脱炭素社会の実
現に貢献してまいります。

①【グリーンリフォームローン】の創設

2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、住宅の省エネルギー性能の向上を図るため、2025年度までの省エネ基準適合義務化といった
新築住宅への対応に加え、既存住宅の省エネリフォームの推進が必要とされています。

機構では、既存住宅の省エネ推進を融資から支援すべく、断熱改修工事や太陽光発電設備などの省エネ設備設置工事など、省エネ・再エネに
資するリフォーム工事を行う場合に利用できる個人向け住宅の省エネ改修に係る融資制度【グリーンリフォームローン】を2022年10月に創設しま
した。

②子育て世帯向け省エネ賃貸住宅建設融資の戸当たり専有面積の緩和及び金利引下げ制度の創設

機構では、子育て世帯に必要な住戸規模と優れた省エネルギー性能を有する賃貸住宅の供給を促進するための建設資金の融資を行っていま
す。

2024年４月から、より幅広い子育て世帯に対して省エネルギー性能等が高い賃貸住宅の供給が進むよう、床面積要件を緩和しました。

また、安心して子どもを育てることができる賃貸住宅の供給を促進するため、安全性・防犯性・遮音性に優れた子育てに配慮した住宅については、
当初15年間、借入金利から年▲0.2％の金利引下げ制度を2024年10月から創設します。

さらに、省エネルギー性能がより高い「長期優良住宅やＺＥＨ基準に該当する住宅」かつ「子育て配慮住宅」に該当する場合は、当初15年間、借
入金利から年▲0.4％の金利引下げを行います。
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■海外に関する調査・研究・情報提供

本邦事業者の海外展開を促進するため、2018年８月に施行された海外インフラ展開法に基づき、諸外国
における住宅金融制度の構築等を目的とした人材育成支援（研修）、海外の住宅市場等の調査・情報提
供に取り組んでいます。

2023年度以降の取組をいくつかご紹介します。

フィリピンについては、住宅ローンの証券化を行っている政府関係機関に対して、先方からの依頼を受け
て、MBS発行実務に関する研修を実施しました。

インドネシアについては、同国の政府・政府関係機関に対して、2022年度に行った調査結果を踏まえて同
国の課題への対応策を検討するための研修を実施しました。研修内では、本邦事業者とのワークショップ
も開催し、研修参加者から同国の住宅政策等について情報提供を受け、意見交換を行う機会も設けまし
た。

調査については、本邦事業者の進出意欲が高いベトナムを対象として行い、報告会で情報提供を行いま
した。

また、ASMMA（Asian Secondary Mortgage Market Association）の会議を機構が主催し、各国の住宅金融
の課題を共有したり、インドネシアの政府機関と覚書を締結したりと、海外機関との連携強化にも努めてい
ます。
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■ 債券発行計画

資産担保証券（機構ＭＢＳ）の2023年度発行実績は7,662億円でした。2024年度は1兆3,693億円の計画と
しています。なお、足元4～6月では、一番右の欄に「実績」としてカッコ書きでお示ししたとおり、1,693億円
をすでに発行しています。

一般担保債券（機構ＳB ）の2023年度発行実績は830億円でした。事業量（フラット３５の買取実績等）や機
構ＭＢＳ、政府保証債（グリーンボンド）での調達状況等を踏まえ、発行計画3,885億円に対し830億円で調
達を終了しました。

2024年度につきましては、2,550億円の発行を計画しています。

政府保証債の2023年度発行実績は2,300億円でした。

こちらは機構のグリーンボンドに政府保証を付け、脱炭素社会へ向けた取組の一環として省エネルギー性
に優れた住宅の更なる普及促進を支援することを目的とした政府保証付きグリーンボンドです。2024年度
につきましては、2,400億円の発行を予定しており、2024年６月末時点で500億円を発行しています。
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■ ＭＢＳの未償還残高総額の減少による繰上償還

「未償還残高総額の減少による繰上償還」いわゆる「クリーンアップコール」は、2018年４月に住宅金融支援
機構として初めて実施して以降、資料に記載の繰上償還対象回号について実施しています。

次回は「予定回号」としてお知らせしています第34回住宅金融公庫債券及び第11回、16回、Ｓ種11回、12
回住宅金融支援機構債券のうち、2024年９月末時点の債券残高が発行額の10％を下回る回号を対象とし
て、翌月の10月10日にクリーンアップコールを実施する予定です。

対象回号は2024年９月に機構ホームページ上での公表を予定しています。
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■ 住宅金融支援機構債券への投資意義

私ども住宅金融支援機構は、

・我が国の住生活の向上に貢献すること

・国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること

・国民の住生活の基盤となる住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図ること

を旨として業務に取り組んでいます。

投資家の皆さまには、私どものＭＢＳ、ＳＢ及び政府保証債（グリーンボンド）にご投資いただきますことで、
国民の皆さまの豊かな住生活の実現にご貢献いただいているものと考えております。

今後とも、どうか引き続き、機構へのご支持、ご理解を賜れればと存じます。
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■ 住宅金融支援機構の勘定と事業

・住宅金融支援機構は、事業ごとに５つの勘定を有しており、それぞれを区分して経理（区分経理）
しています。

・５つの勘定のうち、証券化支援勘定及び住宅資金貸付等勘定（表中１及び４）は、業務ごとに内訳
経理を有しています。

・証券化支援勘定、住宅融資保険勘定、財形住宅資金貸付勘定及び住宅資金貸付等勘定（表中
１～４）は、機構が政府方針に基づく政策の実現に向けて行う事業の勘定です。

・既往債権管理勘定（表中５）は、旧住宅金融公庫時代の住宅ローン債権を適切に管理するため
の勘定で、新たな債権は発生しない、閉鎖勘定となっています。
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■勘定別の当期総利益等

① 全ての勘定で当期総利益を計上、法人全体の利益は前年度を上回る

法人全体の当期総利益は2,187億円（対前年度＋62億円）、既往債権管理勘定を除く４勘定合計の当期総利益は1,189億円（対前年度＋
58億円）となりました。

主な増益要因は、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による貸倒損失に備えるために追加計上していた貸倒引当金を見直したことによ
り、貸倒引当金の戻入が生じたことです。

② 証券化支援勘定：買取債権残高が減少するも、引き続き当期総利益を計上

フラット３５の新規買取は9,399億円（対前年度▲5,693億円）、買取債権残高は前年度より2,627億円減少し18.5兆円（対前年度比▲1.4％）と
なりました。

当期総利益は、対前年度で105億円減少し776億円（対前年度比▲11.9％）となりました。

※当期総利益の776億円を積立金（独立行政法人通則法第44条第１項）としています。

③ 既往債権管理勘定：貸付金残高は減少するも、引き続き当期総利益を計上

貸付金の回収が進み、貸付金残高は前年度より0.5兆円減少し2.7兆円（対前年度比▲15.5％）となりました。

当期総利益は、対前年度で５億円増加し999億円（対前年度比＋0.5％）となりました。

※当期総利益のうち893億円を積立金（住宅金融支援機構法附則第７条第７項） とし、残る106億円を国庫納付（住宅金融支援機構法附則
第７条第８項）としています。

法人全体の当期総利益への寄与が大きい証券化支援勘定及び既往債権管理勘定の決算ポイントを次ページ以降でご説明します。

また、参考資料「2023事業年度における各勘定等の損益の状況」も合わせてご覧ください。
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■ 2023事業年度決算のポイント① ～証券化支援勘定(買取ｾｸﾞﾒﾝﾄ)～

・証券化支援勘定（買取セグメント）の損益を要因ごとに分解し、図式化しています。

・当期総利益が773億円（対前年度▲98億円）となった主な要因は次のとおりです。

① 買取債権残高の減少及び新たな自主財源施策の実施等により、粗利益が減少：▲48億円

② 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による貸倒損失に備えるために追加計上していた貸
倒引当金を見直したことにより貸倒引当金戻入額が発生：＋56億円

（※）令和４事業年度の繰入額（78億円）を加味した対前年度での増加額は134億円

③ 団信セグに対して支出する団信運営負担金：▲137億円
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■ 2023事業年度決算のポイント② ～既往債権管理勘定～

・既往債権管理勘定の損益を要因ごとに分解し、図式化しています。

・当期総利益が999億円（対前年度＋５億円）となった主な要因は次のとおりです。

① 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響による貸倒損失に備えるために追加計上していた貸
倒引当金を見直したこと等により貸倒引当金戻入額が増加：＋102億円

② 貸付金残高が減少したことにより、貸付金利息が減少したこと等のため粗利益が減少：▲84億
円

③ 団信セグに対して支出する団信運営負担金：▲19億円
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■ リスク管理債権の状況

リスク管理債権は、７行目の2023年度の既往債権等と買取債権の「合計」で7,483億円となり、対前年度
248億円の減少となっています。８行目のリスク管理債権の「比率」も3.04％となり、対前年度0.01ポイント
の減少となっています。

「買取債権」、「既往債権等」別に見てみますと、買取債権については、「破産更生債権及びこれらに準ず
る債権」、「三月以上延滞債権」等が増加したことにより合計273億円の増加となったものの、既往債権等
においては、すべての区分において減少し、合計520億円の減少となりました。
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